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輪島市の生活再建と支援制度

ひさぽ
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↑今日ご紹介する
支援制度のツールを
ダウンロードできます



能登半島地震での活動

瓦版第１号

発災２週間後の穴水町の避難所に貼られた瓦版など 2

1月1日 地震発生

1月3日 瓦版 公表

1月20日 瓦版 第２号 公表

1月28日 研修（全国）

２月１０日～ 第１回 現地説明会・相談会（輪島、穴水）

研修（穴水町社協）

2月13日 研修（金沢弁護士会）

３月８日～ 第２回 現地説明会・相談会（能登町、高岡）

4月1日 瓦版 第３号 公表

４月６日～ 第３回 現地説明会・相談会（輪島、志賀、七尾、穴水）

５月１０日～ 第４回 現地説明会・相談会（珠洲、輪島、能登町）

研修（珠洲市社協）

6月９日～ 第５回 現地説明会・相談会（輪島、七尾）

6月17日 住まいのことで困ったときに（輪島市版） 公表

７月２０日～ 第６回 現地説明会・相談会（輪島、七尾）

８月３１日～ 第７回 現地説明会・相談会（台風で中止）

9月2日 研修（輪島市社協）



自分が使える
支援制度が何
かを知りたい

罹災証明書の
判定の意味が
わからない

罹災証明書の
判定に低くて

支援が何もない！

修理か解体か
どうすれば・・・ 避難所を追い出

されたら、そのあ
とどうすれば・・・

公費解体、増築
部分は残して
解体してほしい

金沢の息子の
近くにいくか、
能登に残るか

決められない・・・

液状化の地盤改良
とてもお金

の工面できない！

今後何をどうして
いけばいいか

何も考えられない、
考えたくもない
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地域支え合い
センターとの
連携支援の形



文字ばかりの支援制度にとまどう被災住民

さまざまなツールを
使って、支援制度の
全体像を身近に感じ
てもらいたいね

多くの被災者が
複雑で文字ばかりの
支援制度の情報に
とまどっているんだね
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●先日、市から書類の束が届いた。よく分からないので、自分がどのような支援を受けられるか聞いてみたい。

●今後、何をどういう順番で取り組んでいけばいいのか分からない
（何日間も眠れていない方で、心のケアが必要だと思いました）

●市から被災者支援制度の案内文書が届いたが、見れば見るほど分からなくて相談に来た。自分が使える支援制
度を知りたい

●これまで一度も私にきちんと説明してくれた人が居なかったので、初めて説明してもらえて嬉しい

●当日の被害の精神的不調が大きく、話をきいてもらう人に救いを求めたい思いで相談にきた

●1階が浸水して未修理で、自宅に住むのが辛い

●相談者には夫と発達障害の子供あり。母の介護もあるところに今回の父の被災。とても一人で抱えきれるもの
ではなく、相談できる人もいなかった模様。途中何度もつらさを思い出しては泣かれてた

●何から手をつけていいかわからない、どうしたらいいのか教えてほしい（非常に混乱した様子だった）

●床上浸水したがどうすればよいかわからない。今後の方針で妻とけんかになり、妻ともども精神的に参っている

●修理するか建て替えか判断できない。仮設にも移動が大変。色々悩んで憂鬱になる。

調査協力：鈴木秀昌弁護士（第二東京弁護士会）令和４年台風１５号災害（静岡市）

支援制度が複雑すぎる市民の苦悩の声
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被 災 当面の住まい問題

修理？

建替え？

引越し？

再建方法の悩み 再建の完了

再建の上での
様々な不安

生活・健康面
の不安

情報がない
不安

相談相手が
いない不安

被 災 者 の 不 安

保健師さんなどプロによ
るサポートがされやすい これまで十分には対応されてこなかった

発災後の流れと被災者の不安
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弁護士、建築士
などの専門家
が助言した内容
の圧倒的1位

専門家相談 １３００件の相談に対する助言の多くは公的支援制度

出典「令和４年台風１５号災害無料相談 相談データ集計分析結果 2023年４月 静岡県弁護士会
（分析協力：第二東京弁護士会・鈴木秀昌弁護士）に筆者加筆

8



令和6年１月6日北陸中日新聞（石川県）

令和6年１月9日北國新聞（石川県）朝刊

能登（穴水町）の避難所に貼られた瓦版やツール
（令和６年１月１７日撮影）

能登半島地震 支援情報瓦版

珠洲市の道の駅に貼られた瓦版
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支援情報瓦版 ３段目
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被災された方への
支援制度の説明で

使えるツール ４選
（全てひさぽでDL可能）
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もらった
罹災証明書
の行だけを

見る！

①被災者支援カード（うら） その罹災証明書で使える制度は？

能登はどちらも
全て〇（使える）

輪島市では、
市ノ瀬町、町
野町、門前町
などですでに
指定あり

能登特例給付金、宅地改良補助
住宅再建融資の利子補助など
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こ
の
９
つ
の
支
援
制
度
と
、
能
登
半
島
地
震
で
の
独
自

の
制
度
ぐ
ら
い
で
十
分
で
す

手
元
資
料
に
！

②被災者支援カード（おもて） 支援制度のオールスター選手



③公的支援制度に関するチャットボット

〈お願い〉
恐れ入りますが、被災者支援チャットボットに関する
東京海上日動や代理店等へのお問合せはご遠慮願います
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４つの質問に
答えると

その人が使える
支援制度が
表示される
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④ 「住まい」のことでこまったときに
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生活再建の流れ



第1期
（応急期）

第２期
（避難生活期）

第３期
（住まい再建期）
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多くの人が
いまココ
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第１期（応急期） の 支援制度

避難生活中や、罹災証
明書をもらうときに、
ボランティアや専門家
にどんなことを頼める
か知っていますか？
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第１期 被災ローン減免制度 と 生活費の借入



借り入れ
無料

預貯金５００万円（目安）に加えて
もらった支援金、弔慰金や義援金、

家財保険金を全て残せる

弁護士費用が無料

この制度でローンの
免除を受けても 住宅ローンなど個人

のローンを全て免除
してもらい再スタート

残したい不動産の
評価額の分だけ支
払って残りのローン
を免除してもらう

※正式名称 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

ブラックリストに載らない
（制度利用後も借入の可能性）
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被災ローン減免制度 災害で個人のローン返済がむずかしくなった人のための制度

同じローンを免除
してもらう自己破産
の制度と比べて
３つのメリット！

１

２

３

心
機
一
転
し
た
い

不
動
産
は
残
し
た
い



災害で負傷したり、家や家財の被害を受けた場合の特別の貸付制度

貸付金額 最大 ３５０万円

利息 当初３年は無利子 その後の金利条件は自治体ごとに異なる

据置期間 ３年（全壊の場合など５年に延長される例もあり）

返済期間 １０年（据置期間を含む）

所得制限 あり 連帯保証人 必要（不要な場合もあり。要確認）

災害援護資金貸付制度 （国の貸し付け制度）
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〈使える人の所得上限〉
輪島市は
１．５％
（保証人いれば
無利息）
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避

難

生

活

避難所
公営住宅
ホテル
車中泊
自宅
家族宅
親戚宅
知人宅

修
理
／
建
替
／
引
越
／
公
営
住
宅

り
災
証
明
書
（全
壊
、
半
壊
・・）

１つでも高い判定を
勝ち取れるかが
運命の分かれ道！

公的支援制度

罹災証明書 の ポイント
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半
壊 建

替
え
の
実
施

数百万円の
利益？

１００万円 ２００万円
高齢者等は

最大３００万円

能登特例
給付金

半壊以上

能登半島地震 解体し建替える時の《半壊》と《準半壊》の差

１００万円
２０点の人
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石川県義援金
（二次配分までの金額）

準
半
壊

19点の人

支援なし

１０万円



２０～
２９点

１０～
１９点

９点
以下

５０点
以上

４０～
４９点

３０～
３９点

地震の一次調査（外だけの調査） 二次調査（家の中も調査）

罹災証明は
１００点満点
の住宅の
被害テスト

屋根 １５点

壁（外壁） ７５点

基礎 １０点

どちらも
１００点
満点

屋根 １５点 外壁 １０点 建具 １５点

柱 １５点 内壁 １０点 基礎 １０点

床 １０点 天井 ５点 設備 １０点
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二次調査を申請するか迷ったら？

半壊以上で建物の《解体》を予定
している人は二次調査などは慎重に

の判定の人

の判定の人

①半壊＋解体でどうせ全壊の人と同じ支援に
②準半壊以下に下がると支援が大きく減る

まずは役場で自分の点数を聞く
調査票も本当はみせてもらいたい

《２０点》に近い人や、家の外からみた被害よ
り、《家の中》の被害が大きそうな人は、二次
調査の申請を前向きに検討する

１０～１９点
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第２期（避難生活期）の支援制度
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第２期（避難生活期） の 支援制度
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第２期 応急修理制度

応急修理制度を使うと、公費解体
制度が使えなくなったり、修理後
は仮設住宅に入れなくなる！

落と
し穴



全 壊

大規模半壊

中規模半壊

半 壊

準 半 壊

一 部 損 壊

公費解体が
使える可能

性
のある人

原則使える

特定非常災害のときや
自治体の独自財源で
対象になる可能性あり

公費解体制度
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「建物」ではない ブロック塀、擁壁、舗装や、庭石などでも

建物の解体撤去のために必要な場合は公費解体の対象
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出典：2024.６.３ 北陸中日新聞朝刊

「建物でない」（解体に全員の同意が不要になる）例

① 建物全体が倒壊、流失している
② 建物が火災で全焼している
③ 建物の下の階がつぶれている
④ 建物の壁がなくなり柱だけになっている
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高齢者：

令和９年１月３１日ま
でに６５歳になる人
であればOK

家計急変世帯：

地震後のどこか一番
少ない収入だった月
を選んで、その月の
収入を12倍した金
額が、住民税非課税
世帯の基準に入れ
ばOK

一定のローン残高：

１００万円ぐらいが目安

自動車購入給付金：

車を廃車した人が対象
（バイクやトラクターの廃車
ではだめ）
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被災者生活再建支援金 半壊＋解体 ＝ 全壊と同じ支援金

落と
し穴

解体
世帯

半壊以上の被害の家や、
液状化などの敷地被害で
やむを得ず解体すると、全壊
と同じ支援金がもらえる
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第３期（住まい再建期）の支援制度



第３期 住まいの再建方法の悩み・・・・

公費解体？

修理？ 建替え？

引っ越し？？ うーん・・・

支援制度を活用すれば
どんな選択も可能性が
でそうね
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第３期（住まい再建期） の 支援制度

住まいの再建期に
ボランティアや専門家
にどんなことを頼める
でしょうか？



37

第３期 災害復興住宅融資 （住宅金融支援機構）



不動産評価
（契約金額）の６割
まで借りられる

●修理 2５００万円まで

●建築・購入 ５５００万円まで
（土地を買わないなら４５００万円まで）

残りは自己資金

６０歳以上なら利息だけ返済の「リバースモーゲージ型」融資も

６
割

４
割

利息

借りた
元金

600万円借りて
毎月１万５０００円
ぐらいの返済

返済不要

亡くなったあ
と、不動産の売却

などで弁済
（相続人には

請求されない）

毎月返済

罹
災
証
明
書
が
必
要

（
建
替
・
購
入
な
ら
半
壊
以
上
）



６５歳夫婦 建替えに２０００万円かかるとき

４
割

公
費
解
体
で
解
体

半
壊
以
上
の
罹
災
証
明

１２００万円

リバースモー
ゲージで借入

８００万円

自己資金

利息だけ毎月３万円返済

義援金 １００万円

被災者生活再建支援金
３００万円

能登特例給付金
３００万円（最大）

不足分は貯金などから

２
０
０
０
万
円
で
建
替
え

６
割



６５歳夫婦 家は壊して別の場所で１０００万円の中古住宅を買う

４
割

公
費
解
体
で
解
体

半
壊
以
上
の
罹
災
証
明

６００万円

リバースモー
ゲージで借入

４００万円

自己資金

利息だけ毎月１．５万円返済

義援金 １００万円

被災者生活再建支援金
３００万円

能登特例給付金
３００万円（最大）

貯金は使わなくてOK

１
０
０
０
万
円
で
建
替
え

６
割

土地を売ったお金？
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半壊以上の人や、仮設住宅
などの入居中に住宅再建

対象
の人

石川
県内

石川県内で住宅を
再建する人

年収６００万円以内などの
収入の条件あり

年収
条件

上限３００万円
給付
金額

能登の特例給付金と両
方
もらうことはできない

併給
だめ



・家の修理費用
・家財の損害額
（金額の推定規定あり）

↑次ページ

・お墓の修理費用など

災害による損害 もらえた保険金から をひく

この金額が、その年の所得の１０パーセントを超えていたら、
その超えた分、所得を控除してもらえる（＝所得税、住民税が減る）

※半壊以下の人にも伝えると喜ばれる！ ※医療費控除の制度と仕組みは同じ！
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第３期 雑損控除 って 何？



「国税庁 雑損控除」で検索

この家財の損害額推
定規定が非常に大
きい
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雑損控除 家財の損害にやさしい国税庁



（被害割合の計算の例）
半壊の罹災証明書をもらった場合

損害額×０．５
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損害額に乗じる「被害割合」も簡単に決めてくれている



税理士浅原慎一郎先生（静岡市）が台風１５号
支援のために作成された記入サンプル
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上記浅原税理士のYoutube
チャンネルで具体的な申告書の
書き方が解説されています
（家財については17分４１秒～）

雑損控除 確定申告を忘れずに！
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原則同じ場所での建替え復旧
ですが、液状化など移転がやむ
を得ない場合は要相談

移転
は？

補助
対象

自分が事業用に所有している
建物や設備が対象（建物は登記
必要、リースや賃借は対象外）

元の復旧だけでなく、新たな
事業なども補助対象になる
ことがあるので要相談

新規
事業

実施済みの復旧、融資を受
けたあとでもさかのぼって
対象になるので、被災時の
写真や見積書の保管を！

遡れ
る！

←自己負担部分への
補助や、融資の制度
もあります



ひさぽ（特に支援制度・簡単早見表
を知ってください）←クリック
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http://naganokai.com/hisapo/
http://naganokai.com/hisapo/
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